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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流経路を有する半導体装置であって、
　前記電流経路の少なくとも一部を構成し、かつ炭化珪素から作られた半導体層と、
　前記半導体層を支持する第１の面と前記第１の面に対向する第２の面とを有し、かつ４
Ｈ型の単結晶構造を有する炭化珪素から作られ、かつフォトルミネッセンス測定において
波長３９０ｎｍ付近のピーク強度に対する波長５００ｎｍ付近のピーク強度の比が０．１
以下となる物性を前記第２の面において有する基板とを備える、半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体層上に絶縁膜をさらに備えた、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記絶縁膜は前記半導体層の材料の酸化物から作られている、請求項２に記載の半導体
装置。
【請求項４】
　前記絶縁膜は熱酸化膜である、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記基板は前記電流経路の一部を構成する、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１の面は｛０００１｝面に対して５０°以上６５°以下のオフ角を有する、請求
項１に記載の半導体装置。
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【請求項７】
　前記オフ角のオフ方位は＜１１－２０＞方向に対して±５°以下の範囲内にある、請求
項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記オフ角のオフ方位は＜０１－１０＞方向に対して±５°以下の範囲内にある、請求
項６に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１の面は＜０１－１０＞方向において｛０３－３８｝面に対して－３°以上＋５
°以下のオフ角を有する、請求項８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１の面は＜０１－１０＞方向において（０－３３－８）面に対して－３°以上＋
５°以下のオフ角を有する、請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記基板を支持し、かつ炭化珪素から作られたベース層をさらに備える、請求項１に記
載の半導体装置。
【請求項１２】
　電流経路を有する半導体装置の製造方法であって、
　第１の面と、前記第１の面に対向する第２の面とを有し、かつ４Ｈ型の単結晶構造を有
する炭化珪素から作られた基板を準備する工程を備え、前記基板を準備する工程において
前記第２の面上に加工ダメージ層が形成され、さらに
　前記第２の面上における前記加工ダメージ層を除去する工程と、
　前記第１の面上に、前記電流経路の少なくとも一部を構成し、かつ炭化珪素から作られ
た半導体層を形成する工程と、
　前記加工ダメージ層を除去する工程の後に、前記基板および前記半導体層を加熱する工
程とを備え、
　前記加工ダメージ層が除去された後の前記基板は、フォトルミネッセンス測定において
波長３９０ｎｍ付近のピーク強度に対する波長５００ｎｍ付近のピーク強度の比が０．１
以下となる物性を前記第２の面において有する、半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記基板および前記半導体層を加熱する工程は、前記半導体層の表面を熱酸化すること
によって前記半導体層上に絶縁膜を形成する工程を含む、請求項１２に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項１４】
　前記基板を準備する工程は、
　４Ｈ型の単結晶構造を有する炭化珪素から作られたインゴットを準備する工程と、
　前記インゴットをスライスすることによって前記第２の面を形成する工程とを含む、請
求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記半導体層を形成する工程の前に、前記第１の面を研磨する工程をさらに備える、請
求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記加工ダメージ層を除去する工程の後、かつ前記半導体層を形成する工程の前に、前
記第２の面上に炭化珪素から作られたベース層を形成する工程をさらに備える、請求項１
２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記加工ダメージ層を除去する工程は、溶融ＫＯＨエッチングによって前記加工ダメー
ジ層を除去する工程を含む、請求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記加工ダメージ層を除去する工程は、ドライエッチングによって前記加工ダメージ層
を除去する工程を含む、請求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
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【請求項１９】
　前記加工ダメージ層を除去する工程は、前記加工ダメージ層を昇華させる工程を含む、
請求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記加工ダメージ層を除去する工程は、研磨によって前記加工ダメージ層を除去する工
程を含む、請求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
　電流経路を有する半導体装置用の基板であって、
　前記電流経路の少なくとも一部を構成し、かつ炭化珪素から作られた半導体層を支持す
る第１の面と、
　前記第１の面に対向する第２の面とを有し、
　４Ｈ型の単結晶構造を有する炭化珪素から作られ、
　フォトルミネッセンス測定において波長３９０ｎｍ付近のピーク強度に対する波長５０
０ｎｍ付近のピーク強度の比が０．１以下となる物性を前記第２の面において有する、基
板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置およびその製造方法に関し、特に、単結晶構造を有する炭化珪素か
ら作られた基板を有する半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開平１０－３０８５１０号公報（特許文献１）は、単結晶炭化珪素よりなる基板を有
する半導体装置を開示している。この公報によればこの装置を製造するために、単結晶炭
化珪素よりなる半導体基板の主表面の上に炭化珪素エピタキシャル層が形成され、また炭
化珪素エピタキシャル層の上に表面チャネル層が配置され、また表面チャネル層の表面に
ゲート絶縁膜を介してゲート電極が形成される。このゲート絶縁膜の形成方法として、加
熱をともなう酸化工程が例示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－３０８５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明者らは、上記のような半導体装置の製造過程において、基板の抵抗率が大きく増
大してしまうことがあることを見出した。基板の抵抗率が高くなると、この基板が半導体
装置の電流経路の少なくとも一部を構成する場合、半導体装置のオン抵抗も高くなってし
まう。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するために成されたものであり、本発明の目的は、
単結晶構造を有する炭化珪素から作られた基板を含み、かつ低いオン抵抗を有する半導体
装置と、その製造方法とを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の半導体装置は、電流経路を有する半導体装置であって、半導体層および基板を
有する。半導体層は、電流経路の少なくとも一部を構成し、かつ炭化珪素から作られてい
る。基板は、半導体層を支持する第１の面と、第１の面に対向する第２の面とを有する。
また基板は、４Ｈ型の単結晶構造を有する炭化珪素から作られている。また基板は、フォ
トルミネッセンス測定において波長３９０ｎｍ付近のピーク強度に対する波長５００ｎｍ
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付近のピーク強度の比が０．１以下となる物性を有する。ここで「比が０．１以下」とい
う限定は、比が０である場合を除外するものではない。
【０００７】
　本発明者らは、４Ｈ型の単結晶構造を有する炭化珪素から作られた単結晶基板の抵抗率
の増大の原因のひとつは、フォトルミネッセンス測定における波長５００ｎｍ付近のピー
クの存在によって特定される欠陥が進展するためであることを見出した。本発明の半導体
装置はこの知見に基づくものであって、上記のように特定される欠陥が少ない基板を用い
ることによって基板の抵抗率の増大が抑制され、この結果、半導体装置のオン抵抗が低く
される。
【０００８】
　好ましくは、基板は第２の面において上述した物性を有する。これにより基板の第２の
面からその内部へと上記欠陥が進展することを防止することができる。
【０００９】
　好ましくは半導体装置は半導体層上に絶縁膜をさらに有する。これにより半導体層に対
して電気的に絶縁された領域を設けることができる。
【００１０】
　好ましくは絶縁膜は半導体層の材料の酸化物から作られている。これにより絶縁膜を半
導体層を利用して形成することができる。
【００１１】
　好ましくは絶縁膜は熱酸化膜である。これにより絶縁膜を加熱工程によって形成するこ
とができる。また本発明によれば、この加熱工程における基板の抵抗率の増大が防止され
る。
【００１２】
　好ましくは基板は電流経路の一部を構成する。これにより抵抗率の増大が抑制された基
板が電流経路の一部とされるので、半導体装置のオン抵抗が小さくなる。
【００１３】
　好ましくは、第１の面は｛０００１｝面に対して５０°以上６５°以下のオフ角を有す
る。これにより半導体装置におけるチャネル移動度を高めることができる。
【００１４】
　オフ角のオフ方位は＜１１－２０＞方向に対して±５°以下の範囲内にあってもよい。
これにより半導体装置におけるチャネル移動度を高めることができる。
【００１５】
　あるいはオフ角のオフ方位は＜０１－１０＞方向に対して±５°以下の範囲内にあって
もよい。この場合、好ましくは、第１の面は＜０１－１０＞方向において｛０３－３８｝
面に対して－３°以上＋５°以下のオフ角を有し、より好ましくは、第１の面は＜０１－
１０＞方向において（０－３３－８）面に対して－３°以上＋５°以下のオフ角を有する
。これにより半導体装置におけるチャネル移動度を高めることができる。ここで、六方晶
の単結晶炭化珪素の（０００１）面はシリコン面、（０００－１）面はカーボン面と定義
される。また＜０１－１０＞方向における｛０３－３８｝面に対するオフ角とは、＜０１
－１０＞方向および＜０００１＞方向の張る平面への上記第１の面の法線の正射影と、｛
０３－３８｝面の法線とのなす角度であり、その符号は、上記正射影が＜０１－１０＞方
向に対して平行に近づく場合が正であり、上記正射影が＜０００１＞方向に対して平行に
近づく場合が負である。また＜０１－１０＞方向における（０－３３－８）面に対するオ
フ角とは、＜０１－１０＞方向および＜０００１＞方向の張る平面への上記第１の面の法
線の正射影と、（０－３３－８）面の法線とのなす角度であり、その符号は、上記正射影
が＜０１－１０＞方向に対して平行に近づく場合が正であり、上記正射影が＜０００１＞
方向に対して平行に近づく場合が負である。そして、上記＜０１－１０＞方向における（
０－３３－８）面に対するオフ角が－３°以上＋５°以下である第１の面とは、当該第１
の面が炭化珪素結晶において上記条件を満たすカーボン面側の面であることを意味する。
また（０－３３－８）面は、結晶面を規定するための軸の設定により表現が異なる等価な
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カーボン面側の面を含むとともに、シリコン面側の面を含まない。一方、｛０３－３８｝
面は、カーボン面側の面である（０－３３－８）面と、シリコン面側の面である（０３－
３８）面との両方を含む。
【００１６】
　｛０３－３８｝面に近い第１の面上にエピタキシャルに形成された半導体層と、この半
導体層の表面に形成された絶縁膜（たとえばゲート酸化膜）とを有する半導体装置におい
ては、半導体層と絶縁膜との界面付近の半導体層でのキャリアの移動度が向上する。そし
て基板の第１の面が、｛０３－３８｝面のうちカーボン面側の面である（０－３３－８）
面に近い面である場合、上記のキャリア移動度がより向上する。
【００１７】
　好ましくは半導体装置は、基板を支持し、かつ炭化珪素から作られたベース層をさらに
有する。このベース層によって基板を支持することができる。
【００１８】
　本発明の半導体装置の製造方法は、電流経路を有する半導体装置の製造方法であって、
以下の工程を有する。第１の面と、第１の面に対向する第２の面とを有し、かつ４Ｈ型の
単結晶構造を有する炭化珪素から作られた基板が準備される。基板を準備する工程におい
て第２の面上に加工ダメージ層が形成される。その後、第２の面上における加工ダメージ
層が除去される。第１の面上に、電流経路の少なくとも一部を構成し、かつ炭化珪素から
作られた半導体層が形成される。加工ダメージ層を除去する工程の後に、基板および半導
体層が加熱される。
【００１９】
　本発明者らは、４Ｈ型の単結晶構造を有する炭化珪素から作られた単結晶基板の抵抗率
の増大の原因のひとつは、基板が有する第１および第２の面のうち、半導体層が形成され
た第１の面に対向する第２の面上の加工ダメージ層から欠陥が高温下で進展するためであ
ることを見出した。本発明の半導体装置の製造方法はこの知見に基づくものであって、第
２の面上における加工ダメージ層を除去することによって、上述した欠陥の進展が抑制さ
れる。これにより基板の抵抗率の増大が抑制され、この結果、半導体装置のオン抵抗が低
くなる。
【００２０】
　好ましくは基板および半導体層を加熱する工程は、半導体層の表面を熱酸化することに
よって半導体層上に絶縁膜を形成する工程を含む。これにより半導体層の熱酸化によって
半導体層上に絶縁膜を形成することができる。
【００２１】
　好ましくは、基板を準備する工程は、以下の工程を有する。４Ｈ型の単結晶構造を有す
る炭化珪素から作られたインゴットが準備される。インゴットをスライスすることによっ
て第２の面が形成される。
【００２２】
　好ましくは、半導体層を形成する工程の前に、基板の第１の面が研磨される。これによ
り、より平坦な面上に半導体層を形成することができる。
【００２３】
　好ましくは、加工ダメージ層を除去する工程の後、かつ半導体層を形成する工程の前に
、基板の第２の面上に炭化珪素から作られたベース層が形成される。このベース層によっ
て基板を支持することができる。
【００２４】
　加工ダメージ層を除去する工程としては、たとえば、溶融ＫＯＨエッチングによる方法
、ドライエッチングによる方法、加工ダメージ層を昇華させることによる方法、および研
磨による方法の少なくともいずれかを用いることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上の説明から明らかなように、本発明によれば、単結晶構造を有する炭化珪素から作
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られた基板を含み、かつ低いオン抵抗を有する半導体装置と、その製造方法とを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施の形態１における半導体装置の構成を概略的に示す断面図である。
【図２】図１の基板の裏面におけるフォトルミネッセンス測定の実施例と、それに対する
比較例とを示す図である。
【図３】図１の半導体装置の製造方法を概略的に説明するためのフローチャートである。
【図４】図１の半導体装置の製造方法の第１工程を概略的に示す斜視図である。
【図５】図１の半導体装置の製造方法の第２工程を概略的に示す断面図である。
【図６】図１の半導体装置の製造方法の第３工程を概略的に示す断面図である。
【図７】図１の半導体装置の製造方法の第４工程を概略的に示す断面図である。
【図８】図１の半導体装置の製造方法の第５工程を概略的に示す断面図である。
【図９】図１の半導体装置の製造方法の第６工程を概略的に示す断面図である。
【図１０】図１の半導体装置の製造方法の第７工程を概略的に示す断面図である。
【図１１】図１の半導体装置の製造方法の第８工程を概略的に示す断面図である。
【図１２】比較例の半導体装置の製造方法の一工程を概略的に示す断面図である。
【図１３】実施の形態２における半導体装置の製造に用いられる複合基板の構成を概略的
に示す断面図である。
【図１４】図１３に示す複合基板の製造方法を概略的に説明するためのフローチャートで
ある。
【図１５】実施の形態３における半導体装置の製造に用いられる複合基板の製造方法を概
略的に説明するためのフローチャートである。
【図１６】実施の形態３における半導体装置の製造に用いられる複合基板の製造方法の第
１工程を概略的に示す断面図である。
【図１７】実施の形態３における半導体装置の製造に用いられる複合基板の製造方法の第
２工程を概略的に示す断面図である。
【図１８】実施の形態３における半導体装置の製造に用いられる複合基板の製造方法の第
３工程を概略的に示す断面図である。
【図１９】実施の形態４における半導体装置の製造に用いられる複合基板の構成を概略的
に示す断面図である。
【図２０】実施の形態５における半導体装置の製造に用いられる複合基板の構成を概略的
に示す断面図である。
【図２１】図２０に示す複合基板の製造方法を概略的に説明するためのフローチャートで
ある。
【図２２】実施の形態６における半導体装置の製造に用いられる複合基板の構成を概略的
に示す断面図である。
【図２３】図２２に示す複合基板の製造方法を概略的に説明するためのフローチャートで
ある。
【図２４】実施の形態７における半導体装置の製造に用いられる複合基板の構成を概略的
に示す断面図である。
【図２５】図２４に示す複合基板の製造方法を概略的に説明するためのフローチャートで
ある。
【図２６】図２４に示す複合基板の製造方法の一工程を概略的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図面において同一
または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明は繰返さない。
【００２８】
　（実施の形態１）



(7) JP 5737281 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

　図１を参照して、本実施の形態における半導体装置１は、縦方向に電流経路を有するも
のであって、具体的には縦型ＤｉＭＯＳＦＥＴ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　Ｍ
ＯＳＦＥＴ）である。半導体装置１は、基板２、バッファ層２１、耐圧保持層２２、ｐ領
域２３、ｎ＋領域２４、ｐ＋領域２５、酸化膜２６、ソース電極１１および上部ソース電
極２７、ゲート電極１０および基板２の裏面側に形成されたドレイン電極１２を備える。
バッファ層２１、耐圧保持層２２、ｐ領域２３、ｎ＋領域２４、およびｐ＋領域２５は、
基板２上において炭化珪素から作られた半導体層を構成しており、この半導体層は上部ソ
ース電極２７およびドレイン電極１２の間で半導体装置１の電流経路を構成している。
【００２９】
　基板２は、４Ｈ型の単結晶構造を有する炭化珪素（ＳｉＣ）から作られており、またｎ
型不純物（基板２の導電型をｎ型とする不純物、たとえば窒素）を含むことによってｎ型
の導電型を有する。また基板２は、主表面２Ａ（第１の面）と、この主表面２Ａに対向す
る裏面２Ｂ（第２の面）とを有する。
【００３０】
　また基板２は、フォトルミネッセンス測定において、波長３９０ｎｍ付近のピーク強度
に対する波長５００ｎｍ付近のピーク強度の比が０．１以下となる物性を有し、好ましく
はこの比が０．０１以下となる物性を有し、さらに好ましくはこの比が実質的にゼロとな
る物性を有する。このフォトルミネッセンス測定において、励起光として、波長３２５ｎ
ｍを有する励起レーザ（Ｈｅ－Ｃｄレーザ）が用いられ、測定装置として、波長分解能１
ｎｍを有する回折格子型分光器が用いられる。フォトルミネッセンス測定として具体的に
は、まずドレイン電極１２が除去されることで、裏面２Ｂが露出される。次にレンズによ
って収束されたレーザ光が裏面２Ｂに照射される。これにより裏面２Ｂから発生したフォ
トルミネッセンス光は、必要に応じてフィルターなどを適宜経由して、分光器に入る。分
光器によって波長分散された光がＣＣＤなどによって検出されることで、フォトルミネッ
センス光のスペクトルが得られる。このスペクトルから、上述したピーク強度の比が算出
される。
【００３１】
　図２を参照して、上記の室温でのフォトルミネッセンス測定の結果の一例について説明
する。実線で示すスペクトルは本実施の形態の実施例の測定結果であり、一点鎖線で示す
スペクトルは比較例の測定結果である。比較例のスペクトルは、波長３９０ｎｍ近傍にピ
ークＱ１を、波長５００ｎｍ近傍にピークＱ２を有していた。一方、実施例のスペクトル
は、波長３９０ｎｍ近傍に強いピークＰ１を有していたが、波長５００ｎｍ近傍において
は明確なピークを有していなかった。よって上記のピーク強度の比は、実施例においては
実質的に０であり、比較例においては約１であった。
【００３２】
　上記の実施例において実質的に０のピーク強度の比を与えるような裏面２Ｂを有する基
板２が用いられた理由は、以下の通りである。本発明者らは、４Ｈ型の単結晶構造を有す
るＳｉＣから作られた基板２の抵抗率の増大の原因のひとつは、フォトルミネッセンス測
定における波長５００ｎｍ付近のピークの存在によって特定される積層欠陥であり、半導
体装置１の製造工程、特に加熱をともなう工程において加工ダメージ層中の欠陥が積層欠
陥化し、進展するためであることを見出した。そこで本発明者らは、上記のように特定さ
れる欠陥が少ない基板２を用いることによって、すなわち上記ピーク強度の比として小さ
い値を有する基板２を準備することによって、半導体装置１の製造工程における基板２の
抵抗率の増大が抑制され、この結果、半導体装置１のオン抵抗が低くなると考えた。なお
３９０ｎｍ近傍のピークをピーク強度の比の分母とした理由は、３９０ｎｍ近傍のピーク
が理想的な４Ｈ型の単結晶構造を有するＳｉＣのバンド間発光であるため、３９０ｎｍ近
傍のピークによって、欠陥に対応する５００ｎｍ近傍のピークを規格化することができる
と考えたためである。
【００３３】
　なお上記の条件を満たす基板２を準備する方法については後述する。また上記実施例に



(8) JP 5737281 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

おいては上記の比が実質的に０であり、またこのような形態が最も好ましいものの、この
比は必ずしも実質的に０である必要はなく、０．０１以下であれば大きな効果が得られ、
０．１以下であれば効果が得られる。
【００３４】
　バッファ層２１は、炭化珪素から作られており、基板２の主表面２Ａ上に形成されてい
る。バッファ層２１は導電型がｎ型であり、その厚みはたとえば０．５μｍである。また
、バッファ層２１におけるｎ型不純物の濃度は、たとえば５×１０１７ｃｍ－３とするこ
とができる。このバッファ層２１上には耐圧保持層２２が形成されている。この耐圧保持
層２２は、導電型がｎ型の炭化珪素からなり、たとえばその厚みは１０μｍである。また
、耐圧保持層２２におけるｎ型不純物の濃度としては、たとえば５×１０１５ｃｍ－３と
いう値を用いることができる。
【００３５】
　耐圧保持層２２の基板２とは反対側の主表面を含む領域には、導電型がｐ型であるｐ領
域２３が互いに間隔を隔てて形成されている。ｐ領域２３の内部においては、ｐ領域２３
の主表面を含む領域にｎ＋領域２４が形成されている。また、このｎ＋領域２４に隣接す
る位置には、ｐ＋領域２５が形成されている。一方のｐ領域２３におけるｎ＋領域２４上
から、ｐ領域２３、２つのｐ領域２３の間において露出する耐圧保持層２２、他方のｐ領
域２３および当該他方のｐ領域２３におけるｎ＋領域２４上にまで延在するように、酸化
膜２６が形成されている。酸化膜２６の厚みとしては、たとえば４０ｎｍという値を用い
ることができる。酸化膜２６上にはゲート電極１０が形成されている。また、ｎ＋領域２
４およびｐ＋領域２５上に接触するように、ソース電極１１が形成されている。このソー
ス電極１１上には上部ソース電極２７が形成されている。そして、基板２において、バッ
ファ層２１が形成された側の主表面とは反対側の主表面（裏面２Ｂ）にドレイン電極１２
が形成されている。
【００３６】
　ここで、酸化膜２６と、半導体層としてのｎ＋領域２４、ｐ＋領域２５、ｐ領域２３お
よび耐圧保持層２２との界面から１０ｎｍ以内の領域における窒素原子濃度の最大値は、
１×１０２１ｃｍ－３以上となっている。これにより、特に酸化膜２６下のチャネル領域
（酸化膜２６に接する部分であって、ｎ＋領域２４と耐圧保持層２２との間のｐ領域２３
の部分）の移動度を向上させることができる。
【００３７】
　さらに半導体装置１は、基板２のバッファ層２１側の主表面２Ａは面方位｛０００１｝
に対して、好ましくは５０°以上６５°以下のオフ角を有し、より好ましくは約５３°の
オフ角を有する。オフ角のオフ方位は＜１１－２０＞方向に対して±５°以下の範囲内に
あってもよい。あるいはオフ角のオフ方位は＜０１－１０＞方向に対して±５°以下の範
囲内にあってもよい。この場合、好ましくは、主表面２Ａは＜０１－１０＞方向において
｛０３－３８｝面に対して－３°以上＋５°以下のオフ角を有し、より好ましくは、主表
面２Ａは＜０１－１０＞方向において（０－３３－８）面に対して－３°以上＋５°以下
のオフ角を有する。この場合、主表面２Ａ上へのエピタキシャル成長と不純物注入とによ
り形成されるｐ領域２３の基板２とは反対側の主表面はほぼ（０－３３－８）面となって
いる。その結果、チャネル領域におけるキャリア移動度（チャネル移動度）を特に大きく
することができる。
【００３８】
　次に半導体装置１の製造方法を説明する。
　はじめに、炭化珪素基板準備工程Ｓ１０（図３）を実施する。この工程では、面方位（
０－３３－８）面を主表面２Ａとする導電型がｎ型の炭化珪素基板を基板２として準備す
る。このような基板は、たとえば（０００１）面を主表面とするインゴット（原料結晶）
から（０－３３－８）面が主表面２Ａとして露出するように基板を切出すといった手法に
より得ることができる。また基板２としては、たとえば導電型がｎ型であり、基板抵抗が
０．０２Ωｃｍといった基板を用いてもよい。具体的には、以下の図４～図７に示す工程
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が行われる。
【００３９】
　まず図４を参照して、４Ｈ型の単結晶構造を有するＳｉＣから作られたインゴット２Ｚ
が準備される。次にインゴット２Ｚが、図中破線で示すようにスライスされる。
【００４０】
　さらに図５を参照して、このスライス加工によって主表面２Ａおよび裏面２Ｂを有する
基板２が切り出される。このスライス加工の機械的ストレスに起因して、主表面２Ａおよ
び裏面２Ｂの各々の上に、加工ダメージ層２ｐが形成される。加工ダメージ層２ｐは、結
晶構造の歪みを有する層であり、たとえば１０μｍ程度の厚さを有する。
【００４１】
　さらに図６を参照して、裏面２Ｂ上における加工ダメージ層２ｐが、少なくとも一部、
好ましくはすべて、除去される。裏面２Ｂ上における加工ダメージ層２ｐを除去するため
には、たとえば、溶融ＫＯＨエッチングによる方法、ドライエッチングによる方法、熱エ
ッチングによる方法、および研磨による方法の少なくともいずれかを用いることができる
。ここで熱エッチングとは、主に高温加熱によってＳｉＣを除去する方法であって、具体
的には、ＳｉＣを昇華させる方法、および高温下で特定の雰囲気中にＳｉＣをさらすこと
によってＳｉＣを除去する方法のいずれを用いることもできる。この特定の雰囲気として
は、たとえば、水素雰囲気、塩素雰囲気、または塩化水素雰囲気を用いることができる。
また裏面２Ｂの表面を酸化することによって酸化層を形成し、この酸化層をウエットエッ
チングによって除去する方法を用いることもできる。あるいは裏面２Ｂの表面を炭化する
ことによって炭化層を形成し、この炭化層を除去する方法を用いることもできる。
【００４２】
　好ましくは、加工ダメージ層２ｐを除去する際に新たな加工ダメージ層を形成しないよ
うにするために、裏面２Ｂ上において、機械的方法および物理的方法ではなく、化学的方
法によって加工ダメージ層２ｐが除去される。また機械的方法をともなって加工ダメージ
層２ｐが除去される場合、なるべく機械的ダメージが小さくなるような条件が用いられる
。具体的には、単純な機械的研磨よりはＣＭＰ(Chemical　Mechanical　Polishing)の方
が好ましく、単純な機械的研磨が行われる場合は、３μｍ程度以下の粒径を有する研磨材
が用いられることが好ましい。
【００４３】
　さらに図７を参照して、主表面２Ａに対してラッピングが行われる。このラッピングは
、比較的荒い研磨工程であって、好ましくは３μｍを超える粒径を有する研磨材が用いら
れる。次に主表面２Ａに対して、より小さい粒径を有する研磨材を用いた機械的研磨が行
われる。この粒径は、好ましくは０．５μｍ以上３μｍ以下である。次に主表面２Ａに対
してＣＭＰが行われる。これより、主表面２Ａ上の加工ダメージ層２ｐがおおよそ除去さ
れる。
【００４４】
　なお上記説明においては、主表面２Ａ上に対してはラッピングおよび機械的研磨を経て
ＣＭＰが行われた。すなわち段階的に研磨レートが小さくなるような研磨が行われた。一
方、裏面２Ｂに対しては、このような段階的な研磨は必ずしも必要ではなく、加工ダメー
ジ層２ｐを除去する工程が行なわれればよい。この相違は、主表面２Ａに対する工程が主
表面２Ａを平坦化することを主目的としている一方で、裏面２Ｂに対する工程は裏面２Ｂ
上の加工ダメージ層２ｐを除去することを主目的としているからである。また図６では、
裏面２Ｂ上の加工ダメージ層しか除去されていないが、溶融ＫＯＨエッチングによる方法
などが用いられる場合、主表面２Ａ上のダメージ層も同時に除去される。上記の通り、主
表面２Ａに関しては、平坦化のための研磨が必要なことがあり、ラッピングで加工ダメー
ジが再導入されるため、段階的に研磨レートが小さくなるような研磨が必要なことがある
。
【００４５】
　以上により半導体装置１の製造工程に用いられる基板２が準備される。このようにして
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準備された基板２は、裏面２Ｂ上にわずかの加工ダメージ層２ｐしか有しないか、または
裏面２Ｂ上に加工ダメージ層２ｐを有しない。
【００４６】
　この時点で基板２の裏面２Ｂに対して、前述したフォトルミネッセンス測定を行ったと
ころ、半導体基板１が最終的に得られた時点における基板２の裏面２Ｂに対する結果と同
様の結果が得られた。すなわち前述した定義のピーク強度の比が実質的に０であった。
【００４７】
　図８を参照して、エピタキシャル層形成工程Ｓ２０（図３）を実施する。具体的には、
基板２の主表面２Ａ上にバッファ層２１を形成する。バッファ層としては、導電型がｎ型
の炭化珪素からなり、たとえばその厚みが０．５μｍのエピタキシャル層を形成する。バ
ッファ層２１における不純物の濃度は、たとえば５×１０１７ｃｍ－３である。そして、
このバッファ層２１上に、図８に示すように耐圧保持層２２を形成する。この耐圧保持層
２２としては、導電型がｎ型の炭化珪素からなる層をエピタキシャル成長法によって形成
する。この耐圧保持層２２の厚さは、たとえば１０μｍである。また、この耐圧保持層２
２におけるｎ型の導電性不純物の濃度は、たとえば５×１０１５ｃｍ－３である。
【００４８】
　図９を参照して、次に注入工程Ｓ３０（図３）を実施する。具体的には、フォトリソグ
ラフィおよびエッチングを用いて形成した酸化膜をマスクとして用いて、導電型がｐ型の
不純物（たとえばアルミニウム（Ａｌ））を耐圧保持層２２に注入することにより、ｐ領
域２３を形成する。また、用いた酸化膜を除去した後、再度新たなパターンを有する酸化
膜を、フォトリソグラフィおよびエッチングを用いて形成する。そして、当該酸化膜をマ
スクとして、ｎ型不純物を所定の領域に注入することにより、ｎ＋領域２４を形成する。
このｎ型不純物としては、たとえばリン（Ｐ）を用いることができる。また、同様の手法
により、導電型がｐ型の不純物を注入することにより、ｐ＋領域２５を形成する。
【００４９】
　このような注入工程の後、活性化アニール処理を行なう。この活性化アニール処理とし
ては、たとえばアルゴンガスを雰囲気ガスとして用いて、加熱温度１７００℃、加熱時間
３０分といった条件を用いることができる。
【００５０】
　図１０を参照して、ゲート絶縁膜形成工程Ｓ４０（図３）を実施する。具体的には、耐
圧保持層２２、ｐ領域２３、ｎ＋領域２４、ｐ＋領域２５上を覆うように酸化膜２６（絶
縁膜）を形成する。好ましくは、この酸化膜２６は半導体層をドライ酸化（熱酸化）する
ことによって形成された熱酸化膜であり、この場合、酸化膜２６は半導体層の材料の酸化
物からなる。このドライ酸化は加熱工程を含み、この加熱工程は、たとえば、加熱温度１
２００℃、加熱時間１２０分の条件を有する。
【００５１】
　その後、窒素アニール工程Ｓ５０（図３）を実施する。具体的には、雰囲気ガスを一酸
化窒素（ＮＯ）として、アニール処理を行なう。アニール処理の温度条件としては、たと
えば加熱温度を１１００℃、加熱時間を１２０分とする。この結果、酸化膜２６と下層の
耐圧保持層２２、ｐ領域２３、ｎ＋領域２４、ｐ＋領域２５との間の界面近傍に窒素原子
が導入される。また、この一酸化窒素を雰囲気ガスとして用いたアニール工程の後、さら
に不活性ガスであるアルゴン（Ａｒ）ガスを用いたアニールを行なってもよい。具体的に
は、アルゴンガスを雰囲気ガスとして用いて、加熱温度を１１００℃、加熱時間を６０分
といった条件を用いてもよい。
【００５２】
　図１１を参照して、電極形成工程Ｓ６０（図３）を実施する。具体的には、酸化膜２６
上にフォトリソグラフィ法を用いてパターンを有するレジスト膜を形成する。そして、当
該レジスト膜をマスクとして用いて、ｎ＋領域２４およびｐ＋領域２５上に位置する酸化
膜の部分をエッチングにより除去する。この後、レジスト膜上、当該酸化膜２６において
形成された開口部内部においてｎ＋領域２４およびｐ＋領域２５と接触する領域、および
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基板２のバッファ層２１とは反対側の主表面上に、金属などの導電体膜を形成する。その
後、レジスト膜を除去することにより、当該レジスト膜上に位置していた導電体膜を除去
（リフトオフ）する。ここで、導電体としては、たとえばニッケル（Ｎｉ）を用いること
ができる。この結果、ソース電極１１およびドレイン電極１２を得ることができる。なお
、ここでアロイ化のための熱処理を行なうことが好ましい。具体的には、たとえば雰囲気
ガスとして不活性ガスであるアルゴン（Ａｒ）ガスを用い、加熱温度を９５０℃、加熱時
間を２分といった熱処理（アロイ化処理）を行なう。その後、ソース電極１１上に上部ソ
ース電極２７（図１参照）を形成する。
【００５３】
　この後、さらにゲート絶縁膜として作用する酸化膜２６上にゲート電極１０（図１参照
）を形成する。このゲート電極１０の形成方法としては、以下のような方法を用いること
ができる。たとえば、予め酸化膜２６上の領域に位置する開口パターンを有するレジスト
膜を形成し、当該レジスト膜の全面を覆うようにゲート電極を構成する導電体膜を形成す
る。そして、レジスト膜を除去することによって、ゲート電極となるべき導電体膜の部分
以外の導電体膜を除去(リフトオフ）する。この結果、図１に示すようにゲート電極１０
が形成される。このようにして、図１に示すような半導体装置１を得ることができる。
【００５４】
　次に比較例の半導体装置の製造方法（図１２）について説明する。この比較例において
は、本実施の形態（図７）と異なり、裏面２Ｂ上に加工ダメージ層２ｐを有する基板が準
備され、この基板を用いて図８～図１１と同様の工程が行われる。これらの工程は、複数
の加熱をともなう工程を含んでおり、この加熱工程において、積層欠陥が矢印ＤＶ（図１
２）に示すように進展しやすい。またこの進展方向は、たとえば＜１１－２０＞方向のよ
うに、＜０００１＞方向に垂直な方向である。よって{０００１}面に対するオフ角が大き
いほど、積層欠陥が基板２中を進展しやすくなる。このように積層欠陥が進展すると、基
板２の抵抗率が大きくなってしまう。
【００５５】
　次に、本実施の形態によって基板２の抵抗率の増大が抑制されることを検証した結果に
ついて説明する。この検証は、（０００１）面に対するオフ角が８°となるようにインゴ
ットから切り出された、厚さ４００μｍの基板２を用いて、シート抵抗（単位：ｍΩ／□
）の測定により行われた。なおこの基板２のシート抵抗測定は、基板２上に半導体層が形
成されているかいなかの影響をほとんど受けない。なぜならばシート抵抗は横方向（面内
方向）の抵抗に関する値であるために半導体層に比して基板２の抵抗の方が支配的である
ためである。
【００５６】
　まず本実施の形態の実施例の基板２のシート抵抗の変化について説明する。基板２が準
備された段階で（図７）、シート抵抗は５２０ｍΩ／□であった。耐圧保持層２２が形成
された段階（図８）でも、シート抵抗はほとんど変化せず５２０ｍΩ／□であった。温度
１２００℃、時間１２０分の熱処理条件で酸化膜２６が形成された段階（図１０）でも、
シート抵抗はほとんど変化せず５２０ｍΩ／□であった。すなわち本実施例においては、
基板２のシート抵抗が半導体装置１の製造工程においてほとんど変化しなかった。
【００５７】
　次に比較例（図１２）の基板のシート抵抗の変化について説明する。比較例の基板は、
実施例と異なり、裏面２Ｂ上における加工ダメージ層２ｐが除去されていない。すなわち
裏面２Ｂ上に加工ダメージ層２ｐを有する基板がまず準備される。この時点で、シート抵
抗は５００ｍΩ／□であった。耐圧保持層２２が形成された段階（図８に対応）では、シ
ート抵抗が若干増加して５３０ｍΩ／□となった。温度１２００℃、時間１２０分の熱処
理条件で酸化膜２６が形成された段階（図１０に対応）では、シート抵抗が急激に増大し
９００ｍΩ／□となった。すなわち本比較例においては、基板２のシート抵抗が半導体装
置１の製造工程において増加し、特に強い熱処理の後に急激に増大した。またこの基板の
裏面側を１００μｍだけ除去して行なったシート抵抗の測定結果から、この除去された部
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分の抵抗率は、残された部分の抵抗率に比して１．３倍程度高い抵抗率を有していた。つ
まり比較例の基板は裏面近傍において、特に高い抵抗率を有していた。
【００５８】
　なお裏面２Ｂ上に加工ダメージ層２ｐを有する基板の抵抗率を上述したように大きく増
大させる熱処理の温度は、１２００℃に限定されるものではない。具体的には、上述した
ような抵抗率の大きな増大は、たとえば１０００～１２００℃の熱処理によって引き起こ
され得る。
【００５９】
　上記の検証結果から、本実施の形態によれば、半導体装置１の製造工程における基板２
の抵抗率の増大を抑制でき、特に裏面２Ｂ近傍の抵抗率の増大を抑制することができるこ
とがわかった。この抵抗率の増大の抑制により、本実施の形態の半導体装置１は低いオン
抵抗を有すると考えられる。
【００６０】
　（実施の形態２）
　図１３を参照して、本実施の形態における半導体装置は、上記実施の形態１における半
導体装置１（図１）の基板２の代わりに複合基板２Ｘａを有する。複合基板２Ｘａは、Ｓ
ｉＣからなるベース層１１０と、ベース層１１０の一方の主表面１１０Ａ上に配置された
基板１２０とを含んでいる。基板１２０は、基板２（図７：実施の形態１）と同様の構成
を有しており、基板２の主表面２Ａに対応する主表面１２０Ａと、基板２の裏面に対応す
る裏面１２０Ｂとを有する。なお本実施の形態においてはドレイン電極１２は裏面１２０
Ｂ上にベース層１１０を介して設けられる。またベース層１１０と基板１２０とは、別の
結晶からなっている。そして、基板１２０の欠陥密度はベース層１１０の欠陥密度よりも
小さい。
【００６１】
　また、上記ベース層１１０と基板１２０との界面の存在によって、ベース層１１０の欠
陥が基板１２０中に伝播することが抑制される。このとき、ベース層１１０と基板１２０
とは、直接接合されていてもよいし、中間層を介して接合されていてもよい。
【００６２】
　高品質なＳｉＣ単結晶は、大口径化が困難である。一方、ＳｉＣ基板を用いた半導体装
置の製造プロセスにおいて効率よく製造を行なうためには、所定の形状および大きさに統
一された基板が必要である。そのため、高品質なＳｉＣ単結晶（たとえば欠陥密度が小さ
い炭化珪素単結晶）が得られた場合でも、切断などによって所定の形状等に加工できない
領域は、有効に利用されない可能性がある。
【００６３】
　これに対し、本実施の形態の半導体装置を構成する複合基板２Ｘａは、ＳｉＣからなる
ベース層１１０と、単結晶ＳｉＣからなり、ベース層１１０上に配置された基板１２０と
を含んでおり、基板１２０の欠陥密度はベース層１１０の欠陥密度よりも小さくなってい
る。そのため、欠陥密度が大きく、低品質なＳｉＣ結晶からなるベース基板１１０を上記
所定の形状および大きさに加工してベース層１１０とし、当該ベース層１１０上に高品質
であるものの所望の形状等が実現されていないＳｉＣ単結晶を基板１２０として配置する
ことができる。このようにして得られた複合基板２Ｘａは、所定の形状および大きさに統
一されているため半導体装置の製造を効率化できる。また、このようにして得られた複合
基板２Ｘａは、高品質な基板１２０を使用して半導体装置１を製造することが可能である
ため、ＳｉＣ単結晶を有効に利用することができる。その結果、本発明の半導体装置によ
れば、製造コストの低減が可能な半導体装置を提供することができる。
【００６４】
　また、基板１２０のＸ線ロッキングカーブの半値幅は、ベース層１１０のＸ線ロッキン
グカーブの半値幅よりも小さくなっていてもよい。
【００６５】
　基板１２０のマイクロパイプ密度はベース層１１０のマイクロパイプ密度よりも小さい
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ことが好ましい。また、基板１２０の貫通らせん転位密度はベース層１１０の貫通らせん
転位密度よりも小さいことが好ましい。また、基板１２０の貫通刃状転位密度はベース層
１１０の貫通刃状転位密度よりも小さいことが好ましい。また、基板１２０の基底面転位
密度はベース層１１０の基底面転位密度よりも小さいことが好ましい。また、基板１２０
の混合転位密度はベース層１１０の混合転位密度よりも小さいことが好ましい。また、基
板１２０の積層欠陥密度はベース層１１０の積層欠陥密度よりも小さいことが好ましい。
また、基板１２０の点欠陥密度はベース層１１０の点欠陥密度よりも小さいことが好まし
い。
【００６６】
　このように、マイクロパイプ密度、貫通らせん転位密度、貫通刃状転位密度、基底面転
位密度、混合転位密度、積層欠陥密度、点欠陥密度などの欠陥密度をベース層１１０に比
べて低減した基板１２０を配置することにより、高品質な活性層（エピタキシャル成長層
）を基板１２０上に形成することができる。
【００６７】
　次に、本実施の形態における複合基板２Ｘａの製造方法について説明する。
　図１４を参照して、まず工程Ｓ１１０として基板準備工程が実施される。この工程では
、図１３を参照して、基板１２０と、たとえば単結晶ＳｉＣからなるベース基板１１０と
が準備される。基板１２０の裏面１２０Ｂ上の加工ダメージ層は、基板２の裏面２Ｂ（図
６および図７）と同様に除去される。
【００６８】
　このとき、基板１２０の主表面１２０Ａは、この製造方法により得られる複合基板２Ｘ
ａの主表面となることから、所望の主表面の面方位に合わせて基板１２０の主表面１２０
Ａの面方位を選択する。ここでは、たとえば主表面が（０－３３－８）面である基板１２
０が準備される。また、ベース層１１０には、たとえば不純物濃度が２×１０１９ｃｍ－

３よりも大きい基板が採用される。そして、基板１２０には、たとえば不純物濃度が５×
１０１８ｃｍ－３よりも大きく２×１０１９ｃｍ－３よりも小さい基板が採用される。
【００６９】
　次に、工程Ｓ１２０として基板平坦化工程が実施される。この工程は必須の工程ではな
いが、工程Ｓ１１０において準備されたベース層１１０や基板１２０の平坦性が不十分な
場合に実施することができる。具体的には、たとえばベース層１１０や基板１２０の主表
面に対して研磨が実施される。一方、この工程を省略することにより、製造コストを低減
することができる。
【００７０】
　次に、工程Ｓ１３０として、積層工程が実施される。具体的には、図１３に示すように
、ベース層１１０の主表面１１０Ａと、基板１２０の裏面１２０Ｂとが接触するように、
ベース層１１０および基板１２０が積み重ねられる。
【００７１】
　次に、工程Ｓ１４０として、接合工程が実施される。具体的には、互いに積み重ねられ
たベース層１１０および基板１２０がたとえばＳｉＣの昇華温度以上の温度域に加熱され
ることにより、ベース層１１０と基板１２０とが接合される。これにより複合基板２Ｘａ
（図１３）が得られる。そして本実施の形態における半導体装置の製造方法では、この複
合基板２Ｘａが用いられ、半導体装置１が上記実施の形態１と同様に製造される。
【００７２】
　ここで、工程Ｓ１４０における積層基板の加熱温度は１８００℃以上２５００℃以下で
あることが好ましい。加熱温度が１８００℃よりも低い場合、ベース層１１０と基板１２
０との接合に長時間を要し、複合基板２Ｘａの製造効率が低下する。一方、加熱温度が２
５００℃を超えると、ベース層１１０および基板１２０の表面が荒れ、作製される複合基
板２Ｘａにおける欠陥の発生が多くなるおそれがある。複合基板２Ｘａにおける欠陥の発
生を一層抑制しつつ製造効率を向上させるためには、工程Ｓ１４０における積層基板の加
熱温度は１９００℃以上２１００℃以下であることが好ましい。また、工程Ｓ１４０にお
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ける加熱時の雰囲気の圧力は、１０－５Ｐａ以上１０６Ｐａ以下、より好ましくは１０－

２Ｐａ以上１０４Ｐａ以下、さらに好ましくは１０－１Ｐａ以上１０４Ｐａ以下とするこ
とにより、簡素な装置により上記接合を実施することができる。また、工程Ｓ１４０にお
ける加熱時の雰囲気は、大気雰囲気を減圧することによって得られた雰囲気であってもよ
い。あるいはこの雰囲気は不活性ガス雰囲気であってもよく、この場合、当該雰囲気は、
アルゴン、ヘリウムおよび窒素からなる群から選択される少なくとも１つを含む不活性ガ
ス雰囲気であることが好ましい。
【００７３】
　（実施の形態３）
　半導体装置を構成する複合基板（図１３：実施の形態２）の他の製造方法について、図
１５～図１８を参照して説明する。実施の形態３における複合基板の製造方法は、基本的
には上記実施の形態２の場合と同様に実施される。しかし、実施の形態３における複合基
板の製造方法は、ベース層１１０の形成プロセスにおいて実施の形態２の場合とは異なっ
ている。
【００７４】
　図１５を参照して、まず工程Ｓ１１０として基板準備工程が実施される。具体的には、
図１６に示すように、実施の形態２の場合と同様に基板１２０が準備されるとともに、Ｓ
ｉＣからなる原料基板１１１が準備される。この原料基板１１１は単結晶ＳｉＣからなっ
ていてもよいし、多結晶ＳｉＣからなっていてもよく、ＳｉＣの焼結体であってもよい。
また、原料基板１１１に代えてＳｉＣからなる原料粉末を採用することもできる。
【００７５】
　次に工程Ｓ１５０として近接配置工程が実施される。具体的には、図１６に示すように
、互いに対向するように配置された第１ヒータ１８１および第２ヒータ１８２により、そ
れぞれ基板１２０および原料基板１１１が保持される。このとき、基板１２０と原料基板
１１１とは、１μｍ以上１ｃｍ以下の間隔、たとえば１ｍｍ程度の間隔をおいてそれぞれ
の主面である主表面１２０Ｂおよび主表面１１１Ａが対向するように近接して配置される
。
【００７６】
　次に工程Ｓ１６０として昇華工程が実施される。この工程Ｓ１６０では、第１ヒータ１
８１によって基板１２０が所定の基板温度まで加熱される。また、第２ヒータ１８２によ
って原料基板１１１が所定の原料温度まで加熱される。このとき、原料基板１１１が原料
温度まで加熱されることによって、原料基板１１１の表面からＳｉＣが昇華する。一方、
基板温度は原料温度よりも低く設定される。具体的には、たとえば基板温度は原料温度よ
りも１℃以上１００℃以下程度低く設定される。基板温度は、たとえば１８００℃以上２
５００℃以下である。これにより、図１７に示すように、原料基板１１１から昇華して気
体となったＳｉＣは、基板１２０の表面に到達して固体となり、ベース層１１０を形成す
る。そして、この状態を維持することにより、図１８に示すように原料基板１１１を構成
するＳｉＣが全て昇華して基板１２０の表面上に移動する。これにより、工程Ｓ１６０が
完了し、図１３に示す基板２が完成する。
【００７７】
　なお工程Ｓ１６０において用いられる雰囲気の圧力は、好ましくは１０－５Ｐａ以上１
０６Ｐａ以下、より好ましくは１０－２Ｐａ以上１０４Ｐａ以下、さらに好ましくは１０
－１Ｐａ以上１０４Ｐａ以下である。またこの雰囲気は、大気雰囲気を減圧することによ
って得られたものであってもよい。あるいはこの雰囲気は不活性ガス雰囲気であってもよ
く、この場合、当該雰囲気は、アルゴン、ヘリウムおよび窒素からなる群から選択される
少なくとも１つを含む不活性ガス雰囲気であることが好ましい。
【００７８】
　（実施の形態４）
　本実施の形態における半導体装置は、基本的には実施の形態２または３と同様の構造を
有している。しかし、実施の形態４の半導体装置の製造工程において準備される複合基板
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は、実施の形態２または３の複合基板と異なっている。
【００７９】
　図１９を参照して、実施の形態４における半導体装置の製造方法において準備される複
合基板２Ｘｂは複数の基板１２０を有し、複数の基板１２０の各々はベース層１１０上に
配置されている。好ましくは、複数の基板１２０は、ベース層１１０上において隣接する
基板１２０同士が互いに接触するように、マトリックス状に配置されている。これにより
複合基板２Ｘｂは、半導体装置の製造工程において、複数の高品質な基板１２０を有する
大口径な基板として取り扱われ、これにより半導体装置の製造プロセスを効率化すること
ができる。
【００８０】
　本実施の形態の複合基板２Ｘｂは、実施の形態２における工程Ｓ１３０において複数の
基板１２０をベース層１１０上に平面的に並べて配置することにより（図１３参照）、も
しくは実施の形態３における工程Ｓ１５０において、第１ヒータ１８１に複数の基板１２
０を平面的に並べた状態で保持させることにより（図１６参照）、実施の形態２もしくは
実施の形態３の場合と同様に製造することができる。好ましくは、複数の基板１２０の上
記の配置において、複数の基板１２０間の最短間隔（図１９における横方向の最短間隔）
は５ｍｍ以下とされ、より好ましくは１ｍｍ以下とされ、さらに好ましくは１００μｍ以
下とされ、さらに好ましくは１０μｍ以下とされる。
【００８１】
　なお最終的に得られる半導体装置は、基板レベルにおける工程の完了後にダイシング工
程を経て形成され、複数の基板１２０のうちの１つのみを有する。よって本実施の形態の
半導体装置は、実施の形態２または３の半導体装置と同様である。
【００８２】
　（実施の形態５）
　複合基板のさらに他の製造方法について説明する。本実施の形態における半導体装置は
、基本的には実施の形態２における半導体装置と同様の構造を有し、同様の効果を奏する
。しかし、実施の形態５の半導体装置は、複合基板の構造において実施の形態２の場合と
は異なっている。
【００８３】
　図２０を参照して、実施の形態５における複合基板２Ｘｃにおいては、ベース層１１０
と基板１２０との間に、非晶質ＳｉＣからなる中間層としてのアモルファスＳｉＣ層１４
０が配置されている。そして、ベース層１１０と基板１２０とは、このアモルファスＳｉ
Ｃ層１４０により接続されている。このアモルファスＳｉＣ層１４０の存在により、たと
えば不純物濃度の異なるベース層１１０と基板１２０とを容易に接続することができる。
【００８４】
　次に、実施の形態５における複合基板２Ｘｃの製造方法について説明する。
　図２１を参照して、まず工程Ｓ１１０として基板準備工程が実施の形態２の場合と同様
に実施され、ベース層１１０と基板１２０とが準備される。
【００８５】
　次に、工程Ｓ１１１としてＳｉ層形成工程が実施される。この工程Ｓ１１１では、工程
Ｓ１１０において準備されたベース層１１０の一方の主面上に、たとえば厚み１００ｎｍ
程度のＳｉ層が形成される。このＳｉ層の形成は、たとえばスパッタリング法により実施
することができる。
【００８６】
　次に、工程Ｓ１３０として積層工程が実施される。この工程Ｓ１３０では、工程Ｓ１１
１において形成されたＳｉ層上に、工程Ｓ１１０において準備された基板１２０が載置さ
れる。これにより、ベース層１１０上にＳｉ層を挟んで基板１２０が積層された積層基板
が得られる。
【００８７】
　次に、工程Ｓ１７０として加熱工程が実施される。この工程Ｓ１７０では、工程Ｓ１３
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０において作製された積層基板が、たとえば圧力１×１０３Ｐａの水素ガスとプロパンガ
スとの混合ガス雰囲気中で、１５００℃程度に加熱され、３時間程度保持される。これに
より、上記Ｓｉ層に、主にベース層１１０および基板１２０からの拡散によって炭素が供
給され、図２０に示すようにアモルファスＳｉＣ層１４０が形成される。これにより、た
とえば不純物濃度の異なるベース層１１０と基板１２０とをアモルファスＳｉＣ層１４０
により接続した実施の形態５における複合基板２Ｘｃを容易に製造することができる。
【００８８】
　（実施の形態６）
　図２２を参照して、本実施の形態における複合基板２Ｘｄにおいては、ベース層１１０
と基板１２０との間に、金属層の少なくとも一部がシリサイド化されて形成された中間層
としてのオーミックコンタクト層１５０が形成されている点において、実施の形態２の場
合とは異なっている。そして、ベース層１１０と基板１２０とは、このオーミックコンタ
クト層１５０により接続されている。このオーミックコンタクト層１５０の存在により、
たとえば不純物濃度の異なるベース層１１０と基板１２０とを積層した構成を有する複合
基板２Ｘｄを容易に作製することができる。
【００８９】
　次に複合基板２Ｘｄの製造方法について説明する。
　図２３を参照して、まず工程Ｓ１１０として基板準備工程が実施の形態２の場合と同様
に実施され、ベース層１１０と基板１２０とが準備される。
【００９０】
　次に、工程Ｓ１１２として金属膜形成工程が実施される。この工程Ｓ１１２では、工程
Ｓ１１０において準備されたベース層１１０の一方の主面上に、たとえば金属を蒸着する
ことにより、金属膜が形成される。この金属膜は、たとえば加熱されることによりシリサ
イドを形成する金属、たとえばニッケル、モリブデン、チタン、アルミニウム、タングス
テンから選択される少なくとも１種以上を含んでいる。
【００９１】
　次に、工程Ｓ１３０として積層工程が実施される。この工程Ｓ１３０では、工程Ｓ１１
２において形成された金属膜上に、工程Ｓ１１０において準備された基板１２０が載置さ
れる。これにより、ベース層１１０上に金属膜を挟んで基板１２０が積層された積層基板
が得られる。
【００９２】
　次に、工程Ｓ１７０として加熱工程が実施される。この工程Ｓ１７０では、工程Ｓ１３
０において作製された積層基板が、たとえばアルゴンなどの不活性ガス雰囲気中において
１０００℃程度に加熱される。これにより、上記金属膜の少なくとも一部（ベース層１１
０と接触する領域およびＳｉＣ基板と接触する領域）がシリサイド化され、ベース層１１
０および基板１２０とオーミックコンタクトするオーミックコンタクト層１５０が形成さ
れる。その結果、たとえば不純物濃度の異なるベース層１１０と基板１２０とをオーミッ
クコンタクト層１５０により接続した構成を有する複合基板２Ｘｄを容易に製造すること
ができる。
【００９３】
　（実施の形態７）
　図２４を参照して、本実施の形態における複合基板２Ｘｅにおいては、ベース層１１０
と基板１２０との間に中間層としてのカーボン層１６０が形成されている点において、実
施の形態２の場合とは異なっている。そして、ベース層１１０と基板１２０とは、このカ
ーボン層１６０により接続されている。このカーボン層１６０の存在により、たとえば不
純物濃度の異なるベース層１１０と基板１２０とを積層した構成を有する複合基板２Ｘｅ
を容易に作製することができる。
【００９４】
　次に複合基板２Ｘｅの製造方法について説明する。
　図２５を参照して、まず工程Ｓ１１０が実施の形態２と同様に実施された後、必要に応
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じて工程Ｓ１２０が実施の形態２と同様に実施される。
【００９５】
　次に、工程Ｓ１２５として接着剤塗布工程が実施される。この工程Ｓ１２５では、図２
６に示すように、たとえばベース層１１０の主面上にカーボン接着剤が塗布されることに
より、前駆体層１６１が形成される。カーボン接着剤として、たとえば樹脂と、黒鉛微粒
子と、溶剤とからなるものを採用することができる。ここで、樹脂としては、加熱される
ことにより難黒鉛化炭素となる樹脂、たとえばフェノール樹脂などを採用することができ
る。また、溶剤としては、たとえばフェノール、ホルムアルデヒド、エタノールなどを採
用することができる。さらに、カーボン接着剤の塗布量は、１０ｍｇ／ｃｍ２以上４０ｍ
ｇ／ｃｍ２以下とすることが好ましく、２０ｍｇ／ｃｍ２以上３０ｍｇ／ｃｍ２以下とす
ることがより好ましい。また、塗布されるカーボン接着剤の厚みは１００μｍ以下とする
ことが好ましく、５０μｍ以下とすることがより好ましい。
【００９６】
　次に、工程Ｓ１３０として、積層工程が実施される。この工程Ｓ１３０では、図２６を
参照して、ベース層１１０の主面上に接触して形成された前駆体層１６１上に接触するよ
うに基板１２０が載置されて、積層基板が作製される。
【００９７】
　次に、工程Ｓ１８０として、プリベーク工程が実施される。この工程Ｓ１８０では、上
記積層基板が加熱されることにより、前駆体層１６１を構成するカーボン接着剤から溶剤
成分が除去される。具体的には、たとえば上記積層基板に対して厚み方向に荷重を負荷し
つつ、積層基板を溶剤成分の沸点を超える温度域まで徐々に加熱する。この加熱は、クラ
ンプなどを用いてベース層１１０と基板１２０とが圧着されつつ実施されることが好まし
い。また、できるだけ時間をかけてプリベーク（加熱）が実施されることにより、接着剤
からの脱ガスが進行し、接着の強度を向上させることができる。
【００９８】
　次に、工程Ｓ１９０として、焼成工程が実施される。この工程Ｓ１９０では、工程Ｓ１
８０において加熱されて前駆体層１６１がプリベークされた積層基板が高温、好ましくは
９００℃以上１１００℃以下、たとえば１０００℃に加熱され、好ましくは１０分以上１
０時間以下、たとえば１時間保持されることにより前駆体層１６１が焼成される。焼成時
の雰囲気としては、アルゴンなどの不活性ガス雰囲気が採用され、雰囲気の圧力はたとえ
ば大気圧とすることができる。これにより、前駆体層１６１が炭素からなるカーボン層１
６０となる。以上により、ベース層１０とＳｉＣ基板ＳｉＣ層）２０とがカーボン層１６
０により接合された構成を有する複合基板２Ｘｅ（図２４）が得られる。
【００９９】
　なお、上記の各実施の形態においてはＭＯＳＦＥＴについて説明したが、本発明の半導
体装置はこれに限られず、たとえばＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏ
ｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）など他の形態の半導体装置であってもよい。
【０１００】
　また上記の各実施の形態においてはゲート絶縁膜が設けられた構成が示されたが、本発
明の半導体装置はこのような構成に限られず、たとえばショットキー接合を有する構成を
含む半導体装置であってもよい。
【０１０１】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって、制限的なもので
はないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によ
って示され、請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが
意図される。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　半導体装置、２，１２０　基板、２Ａ，１２０Ａ　主表面（第１の面）、２Ｂ，１
２０Ｂ　裏面（第２の面）、２ｐ　加工ダメージ層、２Ｚ　インゴット、１０　ゲート電
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極、１１　ソース電極、１２　ドレイン電極、２１　バッファ層、２２　耐圧保持層、２
３　ｐ領域、２４　ｎ＋領域、２５　ｐ＋領域、２６　酸化膜（絶縁膜）、２７　上部ソ
ース電極、１１０　ベース層、１４０　アモルファスＳｉＣ層、１５０　オーミックコン
タクト層、１６０　カーボン層、１６１　前駆体層、１８１　第１ヒータ、１８２　第２
ヒータ。
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